
（保護者のみなさんへ） 

令和８年度  学校給食代替給付金のお知らせ 

 刈谷市立小学校と刈谷特別支援学校小学部において実施する学校給食の

無償提供に併せて、食物アレルギー等の理由により恒常的に学校給食を食べ

ることができない方に対して、給付金を支給します。（４月に遡って実施）  

 

１  対象者  

(1)または (2)に該当し、次の理由により一切給食の提供を受けていない

児童の保護者（給食の停止手続が必要です。）  

(1)刈谷市立小学校に在籍する児童  

(2)刈谷市内に住所があり、刈谷特別支援学校小学部に在籍する児童  

 ※給食費に未納のある方、生活保護を受けている方は対象外です。  

該当理由  ①食物アレルギー  ②病気、障害等の身体上の理由  

③宗教上の理由   ④長期欠席（入院、不登校等）  

※②について経管チューブによる栄養剤（医薬品）注入は、子ども医療制度により保護者負担

が生じていない場合は対象となりません。 

④についてインターナショナルスクールに通学し、市立小学校で修学の実態がない場合は対

象となりません。 

 

２  支給額  

  各月の給食実施日の初日から末日までの全ての給食を停止している月

を対象として月単位で算定します。  

区分  支給額  

小学校  月額 5,200 円  （年間最大 11 か月 57,200 円） 

特別支援学校  月額 5,625 円  （年間最大 11 か月 61,875 円） 

 

３  申請手続等  

 (1)学校給食の停止申出書を学校に提出します。  

(2)刈谷市学校給食代替給付金支給申請書兼請求書を学校に提出します。  

※ (1)、 (2)の提出期限：令和８年７月１７日（金）１学期終業日  

(2)は学期ごとに提出します。２学期以降の提出期限は各学期終業日頃

を予定しています。詳細は刈谷市ホームページにも掲載します。  

 

４  支給時期等  

 (1)学期ごとに年３回支給します。１学期分は９月末の振込予定です。  

(2)教材費等の引落し口座の登録がある方はその口座に振り込みます。  

口座登録がない方は、専用の申請書に振込口座を記入してください。  

 

（次のページのＱ＆Ａも参考にしてください。）  



（保護者のみなさんへ） 

参考Ｑ＆Ａ  

 

Ｑ  牛乳の提供を停止していますが、支給対象になりますか。  

Ａ  給食の全ての提供停止が条件なので支給対象ではありません。  

 

Ｑ  偏食があり毎日弁当を持参していますが、支給対象になりますか。  

Ａ  偏食は、給食を食べることができないやむを得ない理由には当たりま

せんので支給対象ではありません。  

 

Ｑ  兄弟姉妹がいる場合はどのように申請したらよいですか。  

Ａ  児童１人ずつ給食の停止申出書と支給申請書の提出が必要です。  

 

Ｑ  停止した給食を再開したい場合は、どうしたらよいですか。  

Ａ  再開希望日の７日前までに、学校給食の再開申出書を学校に提出して

ください。  

 

 Ｑ  月の途中から給食を停止した場合や、月の途中から給食を再開した場

合は、給付金はどのように算定されますか。  

Ａ  月の途中（その月の給食実施日の初日から末日までの間）に給食を停

止した場合は、翌月分から支給対象となります。  

月の途中（その月の給食実施日の初日から末日までの間）に給食を再

開した場合は、前月分までが支給対象となります。  

 

Ｑ  学校に教材費等の引落し口座の登録がない場合は、振込み先はどうな

りますか。  

Ａ  申請書兼請求書が２種類ありますので、学校に教材費等の引落し口座

の登録がない方は、振込先の記入欄がある様式を使ってください。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先  刈谷市学校給食センター  電話０５６６－２２－９８００  

 


